
災害時における応急給水業務等の応援に関する協定書  

           

伊達市（以下「甲」という。）と第一環境株式会社（以下「乙」という。）は、

災害発生時等における応急給水その他応急的業務（以下「応急給水等業務」とい

う。）の応援に関し、次のとおり協定を締結する。     

         

（目的）           

第１条  この協定は、伊達市内において地震、風水害等の災害、事故等（以下「災

害等」という。）が発生した場合における応急給水等業務に関して、甲が乙に応

援を要請するに当たっての必要な事項を定めるものとする。   

（要請）           

第２条  甲は、災害等が発生した場合で必要と認めたときは、乙に対して応援要

請することができる。         

２  甲は、乙に前項に定める要請を行うときは、次の各号に掲げる事項を文書に

より通知するものとする。ただし、文書により難い場合には口頭等により通知

し、後に速やかに文書により通知するものとする。  

（１）  被災の状況及び応急給水等業務の内容      

（２）  応援を必要とする作業内容及び人員数      

（３）  応援を必要とする日時、場所及び期間      

（４）  その他必要な事項            

（応急給水等業務の内容）         

第３条  この協定に基づいて甲が乙に要請する応急給水等業務の内容は、次の各

号に掲げるとおりとする。         

（１）  運搬給水作業          

（２）  拠点給水作業          

（３）  電話対応作業          

（４）  その他関連する給水作業        

（緊急連絡応援体制）         

第４条  甲及び乙は、協力要請及び情報共有のため、あらかじめ緊急連絡応援体

制を確立するものとする。         

２  甲及び乙は、前項の体制に変更が生じた場合には、相互間において速やかに

修正を行うものとする。         

（応援の実施報告）          

第５条  乙は、第２条に定める要請に基づき、応援を行った場合は、次に掲げる  

事項について速やかに甲に報告するものとする。      

（１）応急給水等業務の内容及び場所       

（２）応急給水等業務に従事した期間       



（３）応急給水等業務に従事した人員数       

（４）その他必要な事項         

（費用負担）           

第６条  乙が応急給水等業務に要する費用は、甲が伊達市の休日を定める条例（平

成 18年伊達市条例第２号）に定める休日及び伊達市の執務時間を定める規則（平

成 18年伊達市規則第１号）に定める執務時間外に応急給水等業務を行った場合

に限り、甲が負担する。この場合において甲が負担する額については、協議し、

定めるものとする。         

（危険負担）           

第７条  乙は、応急給水等業務の実施にあたり、乙の責に帰する事由により甲又

は第三者に損害を与えた場合は、甲から必要な指示を受け、自己の責任と負担

において対処しなければならない。       

（補償）           

第８条  この協定に基づいて応急給水等業務に従事した者が、当該応急給水等業

務に起因して負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償に

ついては、乙の責任において行うものとする。      

（協定の期間）          

第９条  この協定の有効期間は、協定締結日から令和７年３月 31日までとする。  

（訓練）           

第 10条  応急給水等業務の円滑な実施を期するため、乙は甲の行う訓練に参加す

るものとする。          

（協議）           

第 11条  この協定に定めのない事項及び協定の内容に疑義が生じたときは、その

都度、甲乙協議して定めるものとする。      

           

この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自 1通  

保有するものとする。        

           

令和２年９月 16日        

          

       甲  福島県伊達市保原町字舟橋 180番地   

                伊達市長     須田  博行     

       

 

        乙   東京都港区赤坂２ -２ -12   

              第一環境株式会社   

       代表取締役社長  岡地  雄一      


